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 協定項目 
 

３－（12） 

⑫ 
各種事務事業の取扱い 
水道・下水道関係事務事業の取扱い（その１） 

１．水道に関すること 

 (１)上水道施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

 (２)簡易水道施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

 (３)加入金(分担金)は、合併時に香住町の上水道の例により統一する。 

 

 (４)使用料は、平成２０年度を目途に統一する方向で調整する。 

 

２．下水道に関すること 

 (１)下水道施設は、現行のとおり新町へ引き継ぐ。 

 

 (２)受益者負担金(分担金)は、合併時に香住町の例により再編する。 

 

 (３)使用料は、平成２０年度を目途に統一する方向で調整する。 
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